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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の運転者に対して車両情報を報知端末器から報知する車両情報報知装置であって、
　前記運転者にとって、前記車両への乗車が初回であるか否かを判定する初回乗車判定手
段と、
　前記初回乗車判定手段によって初回であると判定されたことに基づいて、前記車両に関
する車両情報を前記報知端末器から報知させる端末器制御手段と、
　前記車両に掛けられている保険の内容が前記運転者に適用されるか否かを判定するため
の所定の質問メッセージを前記報知端末器から出力させるとともに、その質問メッセージ
を出力させた後、入力装置に入力される入力内容に基づいて前記運転者に保険が適用され
るか否かを判定する保険判定問いかけ出力制御を実行し、判定結果を前記報知端末器から
出力させる保険適用判定手段とを含むことを特徴とする車両情報報知装置。
【請求項２】
　車両の運転者に対して車両情報を報知端末器から報知する車両情報報知装置であって、
　前記運転者にとって、前記車両への乗車が初回であるか否かを判定する初回乗車判定手
段と、
　前記初回乗車判定手段によって初回であると判定されたことに基づいて、前記車両に関
する車両情報を前記報知端末器から報知させる端末器制御手段と、
　車両に搭乗している運転者の運転者固有情報を取得する運転者固有情報取得手段と、
　その運転者固有情報取得手段によって取得された運転者固有情報を記憶する記憶装置と
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、
　ユーザーに携帯され、且つ、ユーザーＩＤが記憶されている携帯装置とを備え、
　前記運転者固有情報取得手段として、前記車両に搭載され、前記携帯装置に記憶されて
いるユーザーＩＤを読み取る読取装置を備え、且つ、
　その読取装置が読み取ったユーザーＩＤを記憶する記憶装置をさらに備え、
　前記初回乗車判定手段は、前記読取装置が読み取ったユーザーＩＤと、前記記憶装置に
記憶されているユーザーＩＤとを照合することによって、車両に搭乗している運転者にと
って、その車両への乗車が初回であるか否かを判定し、
　前記携帯装置に、前記ユーザーＩＤに加えて、車両保険が適用可能かどうかを判定する
ために必要な前記ユーザーの個人情報である保険判定個人情報が記憶されており、
　前記読取装置は、前記携帯装置に記憶されている前記保険判定必要情報も読み取り、
　さらに、前記車両に掛けられている保険の内容を記憶した記憶装置と、
　その記憶装置に記憶されている保険の内容と、前記読取装置によって読み取った前記保
険判定個人情報とに基づいて、前記車両に掛けられている保険が前記運転者に適用可能か
どうかを判定し、判定結果を前記報知端末器から出力させる保険適用判定手段とを備えて
いることを特徴とする車両情報報知装置。
【請求項３】
　車両の運転者に対して車両情報を報知端末器から報知する車両情報報知装置であって、
　前記運転者にとって、前記車両への乗車が初回であるか否かを判定する初回乗車判定手
段と、
　前記初回乗車判定手段によって初回であると判定されたことに基づいて、前記車両に関
する車両情報を前記報知端末器から報知させる端末器制御手段と、
　車両に搭乗している運転者の運転者固有情報を取得する運転者固有情報取得手段と、
　その運転者固有情報取得手段によって取得された運転者固有情報を記憶する記憶装置と
を備え、
　前記初回乗車判定手段は、前記運転者固有情報取得手段によって取得された運転者固有
情報と、前記記憶装置に記憶されている運転者固有情報とを照合することによって、車両
に搭乗している運転者にとって、その車両への乗車が初回であるか否かを判定し、
　前記初回乗車判定手段によって、前記運転者にとって前記車両への乗車が初回であるか
否かが判定された判定時点を、前記運転者固有情報とともに記憶装置に記憶する判定時点
記憶手段をさらに備え、
　前記端末器制御手段は、前記記憶装置に記憶されている運転者固有情報のうち、今回、
前記運転者固有情報取得手段によって取得された運転者固有情報に対応する判定時点から
の経過時間が所定時間以上である場合にも、前記車両情報を前記報知端末器から報知させ
ることを特徴とする車両情報報知装置。
【請求項４】
　車両に搭乗している運転者の運転者固有情報を取得する運転者固有情報取得手段と、
　その運転者固有情報取得手段によって取得された運転者固有情報を記憶する記憶装置と
をさらに備え、
　前記初回乗車判定手段は、前記運転者固有情報取得手段によって取得された運転者固有
情報と、前記記憶装置に記憶されている運転者固有情報とを照合することによって、車両
に搭乗している運転者にとって、その車両への乗車が初回であるか否かを判定することを
特徴とする請求項１に記載の車両情報報知装置。
【請求項５】
　前記運転者固有情報取得手段として、車両に搭乗している運転者の生体情報を取得する
生体情報取得手段を備えていることを特徴とする請求項４に記載の車両情報報知装置。
【請求項６】
　運転者の顔を撮像可能な位置に設置されたカメラをさらに備え、
　前記生体情報取得手段は、前記カメラの撮像画像から運転者の顔を含む部分を生体情報
として取得するものであることを特徴とする請求項５に記載の車両情報報知装置。
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【請求項７】
　ユーザーに携帯され、且つ、ユーザーＩＤが記憶されている携帯装置を備えるとともに
、
　前記運転者固有情報取得手段として、前記車両に搭載され、前記携帯装置に記憶されて
いるユーザーＩＤを読み取る読取装置を備え、且つ、
　その読取装置が読み取ったユーザーＩＤを記憶する記憶装置をさらに備え、
　前記初回乗車判定手段は、前記読取装置が読み取ったユーザーＩＤと、前記記憶装置に
記憶されているユーザーＩＤとを照合することによって、車両に搭乗している運転者にと
って、その車両への乗車が初回であるか否かを判定することを特徴とする請求項３または
４に記載の車両情報報知装置。
【請求項８】
　前記初回乗車判定手段は、前記運転者にとって前記車両への乗車が初回であるか否かを
問いかけるメッセージを前記報知端末器から出力させる初回判定問いかけ出力制御を実行
し、その初回判定問いかけ出力制御の後、入力装置からの入力内容に基づいて、前記運転
者にとって前記車両への乗車が初回であるか否かを判定することを特徴とする請求項１に
記載の車両情報報知装置。
【請求項９】
　初回乗車である場合に操作する初回乗車入力スイッチを設け、
　前記初回乗車判定手段は、前記初回乗車入力スイッチからの信号に基づいて、前記運転
者にとって前記車両への乗車が初回であるか否かを判定することを特徴とする請求項１に
記載の車両情報報知装置。
【請求項１０】
　請求項１、４乃至９のいずれか１項において、
　前記報知端末器から報知される車両情報として、前記車両に掛けられている保険の内容
が含まれていることを特徴とする車両情報報知装置。
【請求項１１】
　請求項１、４乃至１０のいずれか１項において、
　前記報知端末器から報知される車両情報として、前記車両に搭載されている特有機能と
、その特有機能の設定状態とが含まれていることを特徴とする車両情報報知装置。
【請求項１２】
　請求項１、４乃至１１のいずれか１項において、
　前記報知端末器から報知される車両情報として、車両に設けられているスイッチ類の位
置、計器類の位置、車載機器の操作方法のうち少なくとも一つが含まれていることを特徴
とする車両情報報知装置。
【請求項１３】
　請求項１、４乃至１２のいずれか１項において、
　前記報知端末器から報知される車両情報として、前記車両の車両特性が含まれているこ
とを特徴とする車両情報報知装置。
【請求項１４】
　請求項２乃至７のいずれか１項において、
　運転者をその運転者から得られる運転者固有情報に基づいて識別する運転者識別手段と
、
　運転者の乗車時に、２回目以降の乗車時にも前記車両情報を報知する必要があるか否か
問いかけるメッセージを前記報知端末器から出力させる追加問いかけ出力制御を実行し、
その追加問いかけ出力制御の後、入力装置からの入力内容に基づいて、前記運転者の２回
目以降の乗車時に前記車両情報を報知する必要があるか否かを判定する追加報知判定手段
と、
　その追加報知判定手段によって前記運転者の２回目以降の乗車時に前記車両情報を報知
する必要があると判定された場合、その判定結果を前記運転者固有情報とともに記憶装置
に記憶する判定結果記憶手段とをさらに備え、
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　前記端末器制御手段は、今回、前記運転者識別手段によって識別された運転者の運転者
固有情報が、前記記憶装置に前記判定結果とともに記憶されている運転者固有情報と一致
する場合にも、前記車両情報を前記報知端末器から報知させることを特徴とする車両情報
報知装置。
【請求項１５】
　請求項２乃至７のいずれか１項において、
　前記初回乗車判定手段の判定結果と、前記運転者固有情報取得手段が取得した運転者固
有情報とに基づいて、運転者別に、前記車両への乗車回数を決定する乗車回数決定手段を
さらに備え、
　前記端末器制御手段は、前記初回乗車判定手段によって初回でないと判定された場合、
前記乗車回数決定手段によって決定された乗車回数に基づいて定まる内容を報知すること
を特徴とする車両情報報知装置。
【請求項１６】
　請求項２乃至７のいずれか１項において、
　前記初回乗車判定手段の判定結果と、前記運転者固有情報取得手段が取得した運転者固
有情報とに基づいて、運転者別に、前回の乗車時からの経過時間を決定する経過時間決定
手段をさらに備え、
　前記端末器制御手段は、前記初回乗車判定手段によって初回でないと判定された場合、
前記経過時間決定手段によって決定された経過時間に基づいて定まる内容を報知すること
を特徴とする車両情報報知装置。
【請求項１７】
　請求項１乃至１６のいずれか１項において、
　予め定められた操作部の近傍にライトを設け、
　前記初回乗車判定手段によって初回であると判定されたことに基づいて、マイクからの
操作部の名称入力を受け付け、入力された操作部の名称に対応するライトを点灯させるこ
とを特徴とする車両情報報知装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両情報を運転者に報知する車両情報報知装置に関し、特に、運転者にとっ
ての車両への初回乗車であることを判定して、車両情報を報知することができる車両情報
報知装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両の運転時に、保険加入状態を表示装置に表示することができる装置が知られている
。たとえば、特許文献１に記載されている装置がそれである。特許文献１の装置は、車両
に、その車両の保険契約データを格納した記憶装置と、メモリカードからデータを読み出
すメモリカードインターフェース装置とを備えており、ユーザーがメモリカードを上記メ
モリカードインターフェース装置に装着すると、メモリカードからデータが読み出される
。そして、その読み出されたデータと記憶装置に記憶されている車両の保険契約データと
から保険加入状態が特定され、結果が表示装置に表示される。そのため、運転者は、表示
装置に表示された内容から保険加入状態を確認することができ、保険加入状態を確認した
結果、自分がこの車両を運転する場合に保険が適用されることが分かれば、運転に際して
の不安が減少する。
【特許文献１】特開２００４－３８２７８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、初回乗車時には運転に際していろいろな不安がある。自分の運転に対して保
険が適用されるのかというのも不安の一つである。特許文献１の装置を初回乗車時に用い
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れば、保険加入状態を確認することはできる。しかし、特許文献１の装置自体は初回乗車
時に保険加入状態を確認するものではなく、また、ユーザーがメモリカードを携帯し、且
つ車載機に読み取らせないと保険加入状態を確認することはできない。そのため、特許文
献１の装置では、初回乗車時に保険加入状態を確認できるとは限らない。
【０００４】
　加えて、初回乗車時には、保険が適用されるかどうかということ以外にも、車載機器の
操作方法が分からずに不安を感じたり、また、どのような車両特性の車両であるかが分か
らず不安を感じたりと、種々の不安がある。
【０００５】
　本発明は、この事情に基づいて成されたものであり、その目的とするところは、初回乗
車時の運転に際して、運転者の不安を軽減することができる装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　その目的を達成するための請求項１記載の発明は、車両の運転者に対して車両情報を報
知端末器から報知する車両情報報知装置であって、前記運転者にとって、前記車両への乗
車が初回であるか否かを判定する初回乗車判定手段と、前記初回乗車判定手段によって初
回であると判定されたことに基づいて、前記車両に関する車両情報を前記報知端末器から
報知させる端末器制御手段と、前記車両に掛けられている保険の内容が前記運転者に適用
されるか否かを判定するための所定の質問メッセージを前記報知端末器から出力させると
ともに、その質問メッセージを出力させた後、入力装置に入力される入力内容に基づいて
前記運転者に保険が適用されるか否かを判定する保険判定問いかけ出力制御を実行し、判
定結果を前記報知端末器から出力させる保険適用判定手段とを含むことを特徴とする。
　また、前記目的を達成するための請求項２記載の発明は、車両の運転者に対して車両情
報を報知端末器から報知する車両情報報知装置であって、前記運転者にとって、前記車両
への乗車が初回であるか否かを判定する初回乗車判定手段と、前記初回乗車判定手段によ
って初回であると判定されたことに基づいて、前記車両に関する車両情報を前記報知端末
器から報知させる端末器制御手段と、車両に搭乗している運転者の運転者固有情報を取得
する運転者固有情報取得手段と、その運転者固有情報取得手段によって取得された運転者
固有情報を記憶する記憶装置と、ユーザーに携帯され、且つ、ユーザーＩＤが記憶されて
いる携帯装置とを備え、前記運転者固有情報取得手段として、前記車両に搭載され、前記
携帯装置に記憶されているユーザーＩＤを読み取る読取装置を備え、且つ、その読取装置
が読み取ったユーザーＩＤを記憶する記憶装置をさらに備え、前記初回乗車判定手段は、
前記読取装置が読み取ったユーザーＩＤと、前記記憶装置に記憶されているユーザーＩＤ
とを照合することによって、車両に搭乗している運転者にとって、その車両への乗車が初
回であるか否かを判定し、前記携帯装置に、前記ユーザーＩＤに加えて、車両保険が適用
可能かどうかを判定するために必要な前記ユーザーの個人情報である保険判定個人情報が
記憶されており、前記読取装置は、前記携帯装置に記憶されている前記保険判定必要情報
も読み取り、さらに、前記車両に掛けられている保険の内容を記憶した記憶装置と、その
記憶装置に記憶されている保険の内容と、前記読取装置によって読み取った前記保険判定
個人情報とに基づいて、前記車両に掛けられている保険が前記運転者に適用可能かどうか
を判定し、判定結果を前記報知端末器から出力させる保険適用判定手段とを備えているこ
とを特徴とする。
　また、前記目的を達成するための請求項３記載の発明は、車両の運転者に対して車両情
報を報知端末器から報知する車両情報報知装置であって、前記運転者にとって、前記車両
への乗車が初回であるか否かを判定する初回乗車判定手段と、前記初回乗車判定手段によ
って初回であると判定されたことに基づいて、前記車両に関する車両情報を前記報知端末
器から報知させる端末器制御手段と、車両に搭乗している運転者の運転者固有情報を取得
する運転者固有情報取得手段と、その運転者固有情報取得手段によって取得された運転者
固有情報を記憶する記憶装置とを備え、前記初回乗車判定手段は、前記運転者固有情報取
得手段によって取得された運転者固有情報と、前記記憶装置に記憶されている運転者固有
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情報とを照合することによって、車両に搭乗している運転者にとって、その車両への乗車
が初回であるか否かを判定し、前記初回乗車判定手段によって、前記運転者にとって前記
車両への乗車が初回であるか否かが判定された判定時点を、前記運転者固有情報とともに
記憶装置に記憶する判定時点記憶手段をさらに備え、前記端末器制御手段は、前記記憶装
置に記憶されている運転者固有情報のうち、今回、前記運転者固有情報取得手段によって
取得された運転者固有情報に対応する判定時点からの経過時間が所定時間以上である場合
にも、前記車両情報を前記報知端末器から報知させることを特徴とする。
【０００７】
　このようにすれば、運転者にとって車両への初回の乗車であると判定されると、車両情
報が報知端末器から報知されることになるので、初回乗車時の運転に対する不安が軽減す
る。
　また、請求項１、２に係る発明によれば、判定結果が出力されることにより、運転者は
、保険が適用されるか否かを確実に認識することができる。そして、認識の結果、保険が
適用されることが分かれば、車両運転に対する不安が一層軽減することになる。また、請
求項２に係る発明では、保険が適用されるか否かの判定が自動的に行われる利点もある。
　また、請求項２に係る発明によれば、運転者にとって車両への初回の乗車であると判定
されると、車両情報が報知端末器から報知されることになるので、初回乗車時の運転に対
する不安が軽減する。また、運転者から取得できるユーザーＩＤによって初回乗車か否か
を判定するので、運転者が初回乗車であるか否かを自動的に判定することができ、且つ、
判定のための演算処理が簡単になる。
　また、請求項３に係る発明によれば、運転者から取得できる運転者固有情報によって初
回乗車か否かを判定するので、運転者が初回乗車であるか否かを自動的に判定することが
できる。また、初回乗車時から比較的長い時間が経過している場合、次に乗車したときに
は初回乗車時に報知された車両情報を忘れている可能性が高い。しかし、この請求項３に
係る発明によれば、前回の乗車時からの経過時間が所定時間以上の場合にも車両情報が報
知されるので、初回乗車時から比較的長い時間が経過している２回目以降の乗車時にも、
運転に対する不安が軽減する。
【０００８】
　初回乗車の判定は、請求項４のように運転者固有情報を用いて行うことができる。その
請求項４は、車両に搭乗している運転者の運転者固有情報を取得する運転者固有情報取得
手段と、その運転者固有情報取得手段によって取得された運転者固有情報を記憶する記憶
装置とをさらに備え、前記初回乗車判定手段は、前記運転者固有情報取得手段によって取
得された運転者固有情報と、前記記憶装置に記憶されている運転者固有情報とを照合する
ことによって、車両に搭乗している運転者にとって、その車両への乗車が初回であるか否
かを判定することを特徴とする。
【０００９】
　この態様によれば、運転者から取得できる運転者固有情報によって初回乗車か否かを判
定するので、運転者が初回乗車であるか否かを自動的に判定することができる。
【００１０】
　上記運転者固有情報としては生体情報を用いることができる。請求項５はこの態様であ
り、前記運転者固有情報取得手段として、車両に搭乗している運転者の生体情報を取得す
る生体情報取得手段を備えていることを特徴とする。この態様によれば、生体情報によっ
て初回乗車か否かを判定するので、運転者は初回乗車時に車両情報を得るために何ら所持
する必要がない。
【００１１】
　生体情報としては、請求項６のように、顔の画像を用いることが好ましい。その請求項
６は、運転者の顔を撮像可能な位置に設置されたカメラをさらに備え、前記生体情報取得
手段は、前記カメラの撮像画像から運転者の顔を含む部分を生体情報として取得するもの
であることを特徴とする。
【００１２】
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　この場合、記憶装置には、初回乗車判定手段が実行される毎に運転者の顔を含む部分の
画像が記憶されていき、その後の初回乗車判定手段の実行時には、記憶装置に記憶されて
いる顔を含む部分の画像と、今回取得された顔を含む部分の画像とを照合することによっ
て初回乗車であるか否かが判定されることになる。運転者の顔を撮像するカメラは比較的
広く用いられるようになっていることから、この態様の装置は比較的安価に構成すること
ができる。
【００１３】
　また、請求項７のように、運転車固有情報をユーザーに携帯される携帯装置のＩＤとし
てもよい。その請求項７は、ユーザーに携帯され、且つ、ユーザーＩＤが記憶されている
携帯装置と、前記車両に搭載され、その携帯装置に記憶されているユーザーＩＤを読み取
る読取装置と、その読取装置が読み取ったユーザーＩＤを記憶する記憶装置とをさらに備
え、前記初回乗車判定手段は、前記読取装置が読み取ったユーザーＩＤと、前記記憶装置
に記憶されているユーザーＩＤとを照合することによって、車両に搭乗している運転者に
とって、その車両への乗車が初回であるか否かを判定することを特徴とする。
【００１４】
　このようにユーザーＩＤを照合することによって初回乗車であるか否かを判定するよう
にすれば、判定のための演算処理が簡単になる。
【００１５】
　また、運転者固有情報を用いるのではなく、請求項８のように、運転者に問いかけるこ
とによって初回乗車を判定してもよい。その請求項８は、前記初回乗車判定手段は、前記
運転者にとって前記車両への乗車が初回であるか否かを問いかけるメッセージを前記報知
端末器から出力させる初回判定問いかけ出力制御を実行し、その初回判定問いかけ出力制
御の後、入力装置からの入力内容に基づいて、前記運転者にとって前記車両への乗車が初
回であるか否かを判定することを特徴とする。
【００１６】
　この態様の場合にも、運転者が何ら特別な物を所持していなくても、運転者が初回乗車
であるか否かを判定することができる。
【００１７】
　また、請求項９のように、スイッチを設けることによって初回乗車を判定してもよい。
その請求項９は、初回乗車である場合に操作する初回乗車入力スイッチを設け、前記初回
乗車判定手段は、前記初回乗車入力スイッチからの信号に基づいて、前記運転者にとって
前記車両への乗車が初回であるか否かを判定することを特徴とする。
【００１８】
　この態様の場合にも、運転者が何ら特別な物を所持していなくても、運転者が初回乗車
であるか否かを判定することができる。
【００１９】
　また、前記報知端末器から報知される車両情報としては、請求項１０のように、前記車
両に掛けられている保険の内容が含まれていることが好ましい。自分の運転に対して保険
が適用されるかどうかは運転に対する不安要素の一つである。しかし、この態様によれば
、車両情報として車両に掛けられている保険の内容が報知される。そして、その報知によ
って自分の運転に対して保険が適用されると判断できれば、車両運転に対する不安が軽減
することになる。
【００２０】
　また、前記報知端末器から報知される車両情報として、請求項１１のように、前記車両
に搭載されている特有機能と、その特有機能の設定状態とが含まれていることも好ましい
。車両には、どの車両にも共通して備えられている機能の他に、ある車両には備えられて
いるが、別な車両には備えられていない機能が種々存在する。初めて車両に乗車した場合
に、その車両にどのような特有機能があり、且つ、その特有機能の設定状態がどのように
なっているかを知らないで運転することは、車両運転に対して不安要素となる。しかし、
この態様によれば、初回乗車時に、車両に搭載されている特有機能と、その特有機能の設
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定状態とが報知されることになるので、車両運転に対する不安が軽減する。
【００２１】
　また、前記報知端末器から報知される車両情報として、請求項１２のように、車両に設
けられているスイッチ類の位置、計器類の位置、車載機器の操作方法のうち少なくとも一
つが含まれていることも好ましい。
【００２２】
　車両に設けられているスイッチ類、計器類は、車種毎にその位置が異なっている。また
、車載機器の操作方法も車種毎に異なっている。そのため、初回の乗車時には、スイッチ
類、計器類の位置が分からないことにより、また、車載機器の操作方法が分からないこと
により、運転に対する不安が生じることになる。しかし、この態様によれば、初回乗車時
に、車両に搭載されているスイッチ類、計器類の位置および車載機器の操作方法のうち少
なくとも一つが報知されることになるので、車両運転に対する不安が軽減する。
【００２３】
　また、前記報知端末器から報知される車両情報として、請求項１３のように、前記報知
端末器から報知される車両情報として、前記車両の車両特性が含まれていることも好まし
い。
【００２４】
　車両の駆動特性や車両の形状特性などの車両特性によって運転操作に対する注意点は異
なってくる。そのため、初回の乗車時には、車両特性が分からないことにより、どのよう
な点に注意して運転操作をすればいいか分からずに不安が生じることになる。しかし、こ
の態様によれば、初回乗車時に、車両特性が報知されることになるので、車両運転に対す
る不安が軽減する。
【００２８】
　また、運転者固有情報を用いて初回乗車か否かを判定する場合には、前述のように自動
的に初回乗車であるか否かを判定できる。換言すれば、自動的に２回目以降の乗車である
か否かを判定できる。この場合、請求項１４乃至１６のように、２回目以降の乗車時にも
種々の報知を行うようにすることが好ましい。
【００２９】
　請求項１４は、運転者をその運転者から得られる運転者固有情報に基づいて識別する運
転者識別手段と、運転者の乗車時に、２回目以降の乗車時にも前記車両情報を報知する必
要があるか否か問いかけるメッセージを前記報知端末器から出力させる追加問いかけ出力
制御を実行し、その追加問いかけ出力制御の後、入力装置からの入力内容に基づいて、前
記運転者の２回目以降の乗車時に前記車両情報を報知する必要があるか否かを判定する追
加報知判定手段と、その追加報知判定手段によって前記運転者の２回目以降の乗車時に前
記車両情報を報知する必要があると判定された場合、その判定結果を前記運転者固有情報
とともに記憶装置に記憶する判定結果記憶手段とをさらに備え、前記端末器制御手段は、
今回、前記運転者識別手段によって識別された運転者の運転者固有情報が、前記記憶装置
に前記判定結果とともに記憶されている運転者固有情報と一致する場合にも、前記車両情
報を前記報知端末器から報知させることを特徴とする。
【００３０】
　このようにすれば、運転者が２回目以降の乗車時にも車両情報の報知を望む場合、問い
かけに対して２回目以降の乗車時にも前記車両情報の報知を望むことを回答しておけば、
その運転者に対しては、２回目以降の乗車時にも車両情報が報知されることになる。その
ため、２回目以降の運転にも不安がある運転者にとって、その不安が軽減することになる
。一方、２回目以降の運転であれば不安を感じない運転者にとっては不要な車両情報が報
知されないので、車両情報が報知されることによる煩わしさがない。
【００３３】
　請求項１５は、請求項２乃至７のいずれか１項において、前記初回乗車判定手段の判定
結果と、前記運転者固有情報取得手段が取得した運転者固有情報とに基づいて、運転者別
に、前記車両への乗車回数を決定する乗車回数決定手段をさらに備え、前記端末器制御手
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段は、前記初回乗車判定手段によって初回でないと判定された場合、前記乗車回数決定手
段によって決定された乗車回数に基づいて定まる内容を報知することを特徴とする。この
ようにすれば、初回乗車時に車両情報が報知されることに加えて、乗車回数が複数回のと
きにも、乗車回数に応じた内容が報知されることになる。
【００３４】
　請求項１６は、請求項２乃至７のいずれか１項において、前記初回乗車判定手段の判定
結果と、前記運転者固有情報取得手段が取得した運転者固有情報とに基づいて、運転者別
に、前回の乗車時からの経過時間を決定する経過時間決定手段をさらに備え、前記端末器
制御手段は、前記初回乗車判定手段によって初回でないと判定された場合、前記経過時間
決定手段によって決定された経過時間に基づいて定まる内容を報知することを特徴とする
。このようにすれば、初回乗車時に車両情報が報知されることに加えて、２回目以降の乗
車時に、前回の乗車時からの経過時間に応じた内容が報知されることになる。
【００３５】
　また、請求項１７は、予め定められた操作部の近傍にライトを設け、前記初回乗車判定
手段によって初回であると判定されたことに基づいて、マイクからの操作部の名称入力を
受け付け、入力された操作部の名称に対応するライトを点灯させることを特徴とする。こ
のようにすれば、その操作部の場所を容易に認識することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。図１は、本発明の実施形態とな
る車両情報報知装置１０の要部構成を示すブロック図である。この車両情報報知装置１０
は車両に搭載される。
【００３７】
　車両情報報知装置１０はＥＣＵ１００を備えており、このＥＣＵ１００の入出力部１１
１に、カメラ１０１、センサ１０２、表示装置１０８、音声出力部１０９、操作スイッチ
群１１５、マイク１１６が接続されている。
【００３８】
　カメラ１０１は、車両の運転席に着座した運転者の顔が撮像可能な位置に設けられてお
り、ＥＣＵ１００からの指示に従って運転者の顔を含む画像を撮像する。そして、撮像し
た画像データはＥＣＵ１００の入出力部１１１に入力される。
【００３９】
　センサ１０２は、車両に搭載される種々のセンサであり、本実施形態では、運転席に配
置された着座センサが含まれている。センサ１０２の信号もＥＣＵ１００の入出力部１１
１に入力される。
【００４０】
　表示装置１０８は、たとえば液晶ディスプレイであり、設置位置は、ダッシュボードの
幅方向中央部など、運転者から視認可能な位置とされている。音声出力部１０９は、アン
プ、スピーカ、音声合成回路を備えており、ＲＯＭ１０３等に記憶されているデジタル音
声データ（図示なし）が音声合成回路においてアナログ音声に変換されたものがスピーカ
から出力される。
【００４１】
　操作スイッチ群１１５は、車室内の運転席から操作可能な位置に設けられたメカニカル
スイッチや、表示装置１０８と一体になったタッチスイッチ、リモコン端末のスイッチ等
である。マイク１１６には、運転者が発話した音声が入力され、その音声を電気信号に変
換してＥＣＵ１００の入出力部１１１に入力する。
【００４２】
　次に、ＥＣＵ１００の構成を説明する。ＥＣＵ１００は、ＣＰＵ１０３、ＲＡＭ１０４
、外部メモリ１０５、ＲＯＭ１０６、タイマー１０７、バスライン１１０、入出力部１１
１、インターフェース部１１２を備えている。
【００４３】
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　外部メモリ１０５は不揮発性メモリであり、この外部メモリ１０５には、カメラによっ
て撮像された画像を蓄積したデータベースおよび種々の車両情報が記憶される。また、外
部メモリ１０５には、この車両に掛けられている保険の内容も記憶されている。
【００４４】
　ＲＯＭ１０６には、ＣＰＵ１０３が実行するための種々のプログラムが書き込まれてい
る。このプログラムには、初回乗車検出プログラム１０６ａおよび初回乗車報知プログラ
ム１０６ｂが含まれている。初回乗車検出プログラム１０６ａは、運転者の乗車を検出し
たときに、その運転者にとってこの車両への乗車が初回であるか否かを判定するためのプ
ログラムである。一方、初回乗車報知プログラム１０６ｂは、上記初回乗車検出プログラ
ムを実行した結果、初回乗車であると判定した場合に、報知端末器（表示装置１０８およ
び音声出力部１０９のいずれか一方または両方）から、外部メモリ１０５に記憶されてい
る所定の車両情報を出力させるためのプログラムである。
【００４５】
　ＣＰＵ１０３、ＲＡＭ１０４、外部メモリ１０５、ＲＯＭ１０６、タイマー１０７、入
出力部１１１、インターフェース部１１２は、バスライン１１０によって相互に通信可能
に接続されている。
【００４６】
　インターフェース部１１２には、さらに、外部バスライン１１４が接続されている。こ
の外部バスライン１１４を介して、アクセサリー信号（ＡＣＣ信号）などがＥＣＵ１００
に供給される。タイマー１０７は、外部メモリ１０５のデータベースから画像データを消
去するための時間を計測するために使用する。
【００４７】
　図２は、ＣＰＵ１０３がＲＯＭ１０６に記憶されている初回乗車検出プログラム１０６
ａを実行したときの処理を示すフローチャートである。この処理はアクセサリー信号をＥ
ＣＵ１００が取得すると開始し、以後は、周期的に実行するようになっている。
【００４８】
　ステップＳ１０では、運転席に設けられている着座センサからの信号に基づいて、運転
者が車両へ搭乗したことを検出したか否かを判断する。この判断が否定判断である場合に
は図２の処理を終了する。一方、肯定判断である場合には、処理をステップＳ２０へ進め
る。
【００４９】
　ステップＳ２０では、カメラ１０１に撮像指示信号を出力して、運転席の画像を撮像さ
せる。そして、カメラ１０１から撮像した画像のデータを取得する。続くステップＳ３０
では、取得した画像データと、外部メモリ１０５に記憶されているデータベース内の画像
データとを、公知の顔認識技術を用いて照合する。
【００５０】
　そして、ステップＳ４０では、上記ステップＳ３０の照合の結果が照合可能であったか
否かを判定する。照合ができた場合にはステップＳ５０に進み、照合ができない場合には
ステップＳ９０に進む。
【００５１】
　ステップＳ５０では初回乗車でないと判定する。続くステップＳ６０では、タイマー１
０７から日時を取得し、その取得した日時と、照合できた画像データに対応してデータベ
ースに記憶されている判定日時とに基づいて経過期間を算出し、その経過期間が所定期間
（たとえば１年）以上経過しているか否かを判断する。
【００５２】
　上記ステップＳ６０が否定判断である場合には、ステップＳ７０へ進んで、ステップＳ
３０において照合できた画像データに対応して記憶されている判定日時を、今回、タイマ
ー１０７から取得した日時に更新するのみで、この図２の処理を終了する。一方、ステッ
プＳ６０が肯定判断である場合には、ステップＳ８０へ進んで、ステップＳ７０と同様の
処理を行うことにより判定日時を更新した後に、後述するステップＳ１１０を実行する。
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【００５３】
　ステップＳ４０が否定判断である場合、すなわち照合ができないと判定した場合にはス
テップＳ９０へ進む。ステップＳ９０では初回乗車であると判定する。なお、ステップＳ
４０が否定判断となる場合としては、たとえば、知人の車両を初めて運転する場合、レン
タカーを運転する場合、この車両の所有者の家族が初めて運転する場合などが考えられる
。
【００５４】
　ステップＳ９０を実行した後はステップＳ１００へ進む。ステップＳ１００では、タイ
マー１０７から日時を取得してそれを判定日時とし、その判定日時と、ステップＳ２０で
取得した画像データとを外部メモリ１０５のデータベースに追加する。次いで、ステップ
Ｓ１１０へ進む。ステップＳ１１０では、前述の初回乗車報知プログラム１０６ｂを起動
させる。そして、この図２の処理を終了する。
【００５５】
　図２のステップＳ１１０において初回乗車報知プログラム１０６ｂが起動させられると
、ＥＣＵ１００が端末器制御手段として機能し、外部メモリ１０５に記憶されている車両
情報が報知端末器である表示装置１０８および音出力部１０９のいずれか一方または両方
から報知されることになる。
【００５６】
　外部メモリ１０５に記憶されている車両情報としては、たとえば、この車両に掛けられ
ている保険の内容、車両に搭載されている特有機能とその設定状態、スイッチ類の位置、
計器類の位置、車載機器の操作方法、車両特性などがある。これらの車両情報のうち、出
荷時に記憶可能な情報については、出荷時に記憶されていることが好ましい。また、保険
の内容など、出荷時には設定できない情報については、車両の所有者などが操作スイッチ
群１１５を操作して、適宜記憶させることになる。
【００５７】
　図３は、車両に掛けられている保険の内容が表示装置１０８から報知されている例を示
す図である。また、図４は、車両に搭載されている特有機能とその設定状態が表示装置１
０８から報知されている例を示す図である。この図４の例では、この車両には特有機能と
して、レーダークルーズコントロール、クリアランスソナー、バックガイドモニター、ナ
イトビジョンが設けられていることが表示されており、且つ、それらの現在の設定状態も
表示されている。
【００５８】
　図５は、スイッチ類の位置と燃料計とが表示装置１０８から報知されている例を示す図
である。この図５の例では、スイッチ類の位置として、ハザードランプの点灯スイッチの
位置、給油扉の開放レバーの位置、パーキングブレーキの位置、エアコン操作スイッチの
位置が表示されている。また、エアコンに関しては、さらに、「→詳細」と表示されてお
り、これを操作スイッチ群１１５の操作によって選択すると、エアコンに関する操作方法
が表示される画面(図示せず)となる。
【００５９】
　図６は、車両特性が表示装置１０８から報知されている例を示す図である。この図６の
例では、排気量、馬力、車高、回転半径、定員、エアバックが設けられている座席、ブレ
ーキの機能、使用燃料の種類、給油口の位置、燃費が表示されている。なお、これ以外に
、車両特性として、たとえば、全長、車幅、前輪駆動、後輪駆動等の駆動方法、運転席か
らの死角の位置などを表示してもよい。また、これらの車両特性を図を用いて表示しても
よい。図７は、給油口の位置を図示した表示例であり、図８は、運転席からの死角の位置
を図示した表示例である。また、図８には、車両特性である最小回転半径も示されている
。
【００６０】
　さらに、本実施形態のＣＰＵ１０３は、前述の初回乗車報知プログラム１０６ｂが起動
させられた場合、保険適用判定手段としても機能する。ＣＰＵ１０３が保険適用判定手段
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として機能する状態では、保険判定問いかけ制御を実行して、この車両に掛けられている
保険が適用されるかを判定し、判定結果を表示装置１０８に表示する。
【００６１】
　上記保険判定問いかけ制御では、この車両に掛けられている保険の内容が運転者に適用
されるか否かを判定するための１つまたは複数の質問メッセージを表示装置１０８および
音声出力部１０９から順次出力させる。また、質問メッセージの出力とともに、各質問メ
ッセージを出力させた後、入力装置（操作スイッチ群１１５およびマイク１１６）からの
入力内容に基づいて質問メッセージに対する運転者の回答内容を判断していく。これによ
って、車両に掛けられている保険の内容が運転者に適用されるか否かを判定する。
【００６２】
　上記質問メッセージの具体例を以下に示す。たとえば、この車両に掛けられている任意
保険に家族限定特約が付いている場合、「あなたは、この車両の所有者の家族ですか？」
という質問メッセージが出力される。そして、その質問に対して、「いいえ」を意味する
内容を入力装置から回答した場合には、図９に例示する判定結果が表示装置１０８に表示
される。
【００６３】
　以上、説明した本実施形態によれば、運転者が車両へ搭乗したことを検出すると、運転
者の画像とデータベース内の画像とを比較して、運転者にとって、この車両への初回乗車
であるか否かを自動的に判定する。そして、初回乗車であると判定した場合には、車両情
報を表示装置１０８および音声出力部１０９から報知している。そのため、初回乗車時の
運転に対する不安が軽減する。
【００６４】
　また、本実施形態によれば、運転者の顔の画像を用いて初回乗車であるか否かの判定を
行っている。そのため、運転者が何ら特別な物を所持していなくても、初回乗車であるか
否かの判定が行える。
【００６５】
　また、本実施形態では、車両情報を報知することに加えて、運転者に保険が適用される
か否かも判定して、判定結果を報知している。そのため、運転者は、保険が適用されるか
否かを確実に認識することができる。
【００６６】
　また、本実施形態では、初回乗車でないと判定した場合であっても、前回の判定日時（
すなわち前回の乗車日時）から所定期間以上経過していると判断した場合には、初回乗車
報知プログラム１０６ｂを起動させて、初回乗車と判定した場合と同じ処理を実行してい
る。そのため、初回乗車時に報知された車両情報を忘れてしまっていても、運転に対する
不安が軽減する。
【００６７】
　以上、本発明の実施形態を説明したが、本発明は上述の実施形態に限定されるものでは
なく、次の実施形態も本発明の技術的範囲に含まれ、さらに、下記以外にも要旨を逸脱し
ない範囲内で種々変更して実施することができる。
【００６８】
　たとえば、初回乗車の判定を、運転者の顔以外の生体情報を用いて行ってもよい。顔以
外の生体情報としては、たとえば、指紋、声紋、静脈パターン、網膜パターン、虹彩パタ
ーン、掌などがある。これら顔以外の生体情報を用いて初回乗車の判定を行う場合にも、
顔の画像を用いる場合と同様に、運転者は初回乗車時に車両情報を得るために何ら所持す
る必要がない。
【００６９】
　また、カメラ１０１に代えて、図１０に示すように、通信装置１１７と携帯装置１１８
とを備えてもよい。この携帯装置１１８はユーザーに携帯されるものであり、携帯装置１
１８にはユーザーＩＤが記憶されている。また、携帯装置１１８は通信機能を有しており
、通信装置１１７との間で無線通信を行う。そして、通信装置１１７と携帯装置１１８と
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の間の無線通信によって、携帯装置１１８に記憶されているユーザーＩＤを通信装置１１
７が取得し、この取得したユーザーＩＤを用いて初回乗車の判定を行ってもよい。この場
合、ユーザーＩＤが運転者固有情報となり、通信装置１１７が読取装置として機能する。
通信装置１１７が取得したユーザーＩＤは外部メモリ１０５等の記憶装置に逐次記憶して
いく。そして、記憶装置に記憶されているユーザーＩＤと通信装置１１７が今回取得した
ユーザーＩＤとを照合することにより、初回乗車か否かを判定する。なお、上記携帯装置
１１８として、ユーザーの携帯電話やスマートキー、ＲＦＩＤ通信装置を利用してもよい
。
【００７０】
　また、前述の実施形態では、保険判定問いかけ制御を実行することによって、この車両
に掛けられている保険の内容が運転者に適用されるか否かを判定していたが、初回乗車の
判定も問いかけによって行ってもよい。この場合、運転者が車両へ搭乗したことを検出し
た場合に、運転者にとって車両への乗車が初回であるか否かを問いかけるメッセージ（た
とえば、「あなたはこの車両を初めて運転しますか？」など）を表示装置１０８および音
声出力部１０９から出力させる。そのメッセージを出力させた後、入力装置からの入力内
容に基づいて初回乗車か否かを判定することになる。
【００７１】
　また、初回乗車である場合に運転者が操作する初回乗車入力スイッチを操作スイッチ群
１１５に設けて、この初回乗車入力スイッチからの信号に基づいて初回乗車を判定しても
よい。この場合にも、運転者が何ら特別な物を所持していなくても、運転者が初回乗車で
あるか否かを判定することができる。また、この場合、初回乗車入力スイッチを車両情報
報知指示スイッチとして利用することもでき、初回乗車時でなくても、運転者が望むとき
に初回乗車入力スイッチを操作すれば、車両情報が報知されることになる。
【００７２】
　また、携帯装置１１８にユーザーＩＤを記憶させておくことにより、初回乗車を判定す
る場合、その携帯装置１１８に、車両保険が適用可能かどうかを判定するために必要な個
人情報である保険判個人情報を記憶させておくことにより、車両に掛けられている保険が
運転者に適用されるか否かを自動的に判定してもよい。この場合、この保険判定個人情報
を前述の通信装置１１７によって取得して、取得した保険判定個人情報と外部メモリ１０
５に記憶されている保険の内容とから保険が適用されるか否かを判定することになる。保
険判定個人情報としては、たとえば、ユーザーの氏名、ユーザーの家族、ユーザーの年齢
などがある。
【００７３】
　また、前述の実施形態では、２回目以降の乗車であっても、前回の乗車時から所定期間
以上経過している場合には、初回乗車報知プログラム１０６ｂを実行して車両情報を報知
していたが、２回目以降の乗車時にも車両情報の報知をする必要があるか否かを初回乗車
時に判定しておいてもよい。この場合、初回乗車時に、２回目以降の乗車時にも車両情報
の報知をする必要があるか否かを問いかけるメッセージを出力し、そのメッセージの出力
後に入力装置から入力される入力内容に基づいて２回目以降の乗車時にも車両情報を報知
する必要があるか否かを判定する。そして、判定結果を、運転者の撮像画像データに関連
付けて外部メモリ１０５に記憶しておく。そして、初回乗車判定においては、撮像画像を
データベース内の画像と照合できても、その画像に関連付けて、２回目以降の乗車時にも
車両情報を報知する必要があることが記憶されている場合には、初回乗車報知プログラム
１０６ｂを実行することになる。
【００７４】
　また、生体情報やユーザーＩＤ等の運転者固有情報を用いて初回乗車判定を行う場合、
判定結果を運転者固有情報別に記憶しておけば、運転者別に車両への乗車回数を決定する
ことができる。そこで、初回乗車でないと判定した場合にも、乗車回数に応じた内容を報
知するようにしてもよい。
【００７５】
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　また、生体情報やユーザーＩＤ等の運転者固有情報を用いて初回乗車判定を行う場合、
判定時点を運転者固有情報別に記憶しておけば、運転者別に前回の乗車時からの経過期間
を決定することができる。そこで、初回乗車でないと判定した場合にも、経過期間に応じ
た内容を報知するようにしてもよい。経過期間に応じた内容を報知としては、たとえば、
経過期間が所定期間以上である場合に「お久しぶりです」というメッセージを報知する等
、経過期間に応じた挨拶メッセージを報知する態様がある。
【００７６】
　また、車室内のスイッチやレバーなど、運転者が操作する所定の操作部の近傍にライト
１１９（図１０参照）を設けておき、初回乗車時に運転者の要求に応じてそのライト１１
９を点灯させるようにしてもよい。具体的には、初回乗車であると判定した場合、マイク
１１６からの操作部の名称入力を受け付ける状態とし、その状態においてマイク１１６か
ら入力された操作部の名称に対応するライト１１９を点灯させる。ライト１１９の具体的
設置位置としては、たとえば、給油扉の開放レバー近傍などがある。
【００７７】
　また、ライト１１９を点灯させることに加えて、あるいは、ライト１１９を点灯させる
ことに代えて、操作部の位置を音声によって報知してもよい。
【００７８】
　また、前述の実施形態では、初回乗車であるか否かを判定する毎に、データベースに記
憶してある判定日時を更新しており、この判定日時に基づいて、前回の乗車時から所定期
間以上経過しているか否かを判断していた。しかし、この態様に代えて、前回の判定日時
から所定期間以上経過した場合に、データベースから画像データを消去してもよい。この
ようにしても、前回の判定日時から所定期間以上経過した場合に、初回乗車報知プログラ
ムを実行することになる。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】本発明の実施形態となる車両情報報知装置１０の要部構成を示すブロック図であ
る。
【図２】ＣＰＵ１０３がＲＯＭ１０６に記憶されている初回乗車検出プログラム１０６ａ
を実行したときの処理を示すフローチャートである。
【図３】車両に掛けられている保険の内容が表示装置１０８から報知されている例を示す
図である。
【図４】車両に搭載されている特有機能とその設定状態が表示装置１０８から報知されて
いる例を示す図である。
【図５】スイッチ類の位置と燃料計とが表示装置１０８から報知されている例を示す図で
ある。
【図６】車両特性が表示装置１０８から報知されている例を示す図である。
【図７】給油口の位置を図示した表示例である。
【図８】運転席からの死角の位置を図示した表示例である。
【図９】運転者に、車両に掛けられている保険が適用されないと判定した場合の表示例を
示す図である。
【図１０】図１とは別の車両情報報知装置の要部構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００８０】
１０：車両情報報知装置、　　　１００：ＥＣＵ、　　　１０１：カメラ、　　　１０２
：センサ、　　　１０３：ＣＰＵ、　　　１０４：ＲＡＭ、　　　１０５：外部メモリ、
　　　１０６：ＲＯＭ、　　　１０６ａ：初回乗車検出ＰＧＭ、　　　１０６ｂ：初回乗
車報知ＰＧＭ、　　　１０７：タイマー、　　　１０８：表示装置、　　　１０９：音声
出力部、　　　１１０：バスライン、　　　１１１：入出力部、　　　１１２：インター
フェース部、　　　１１３：ＥＣＵ、　　　１１４：外部バスライン、　　　１１５：操
作スイッチ群、　　　１１６：マイク、　　　１１７：通信装置（読取装置）、　　　１
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１８：携帯装置、　　　１１９：ライト

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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